
１　指定管理者

(1)　指定管理者 財団法人　川崎市保健衛生事業団（川崎市川崎区渡田新町３－２－１　）

かわさき南部斎苑　平成１６年５月２５日～平成２１年３月３１日

かわさき北部斎苑　平成１６年４月　１日～平成２１年３月３１日

(3)　業務の範囲 ・施設等に関わる維持管理業務

・葬祭場利用者に対するサービス業務　

・その他葬祭場の管理業務等に関すること　

２　管理運営（事業執行）に対する評価

(1)　管理業務の実施状況
① 管理体制の構築

② 従事職員の規律
確保

③ 危機管理

(2)　利用状況
① 火葬業務

② 斎場貸出し業務

平成20年度　かわさき南部斎苑・かわさき北部斎苑の管理運営に対する評価について

評価項目 平成２０年度管理運営の状況 評価及び指導

(2)　指定期間

　災害時の対応については、１９年５月に一部修
正した「災害時マニュアル」に従い連絡網や責
任の明確化についての整備をしてきた。加え
て、火葬炉の事故時の対応については２０年３
月に制定した「緊急時マニュアル」に従って、利
用者の皆様への誠実な対応に努め、斎苑利用
の相互融通等の措置をはじめ適切な対応が図
れるよう設備の点検、火葬炉の運転等、委託事
業者と連携してその体制を確保することとした。
　また、消防法に基づく消防訓練及び災害発生
時の避難等の対応訓練を、斎苑職員・従事者が
参加して南北両斎苑にて行った。（南部斎苑は
２１年３月、北部斎苑は２０年１０月。）

　再整備された「災害時マニュア
ル」や、前年度末に作成した「緊急
時マニュアル」に基づき災害時や
緊急時の体制を整えたことは評価
できる。
　今後も平常時の避難訓練・防災
用品の確保等の実施、また災害発
生時の職員の参集及び人員の派
遣、機材の提供の要請といった体
制の維持向上を図ること。

　斎苑の利用者の皆様への質の高いサービス
の確保に向けた職員配置、勤務体制の確立
に、昨年度に引き続き取り組んだ。
　管理事務部門については、指定管理者職員と
して専門的に従事する事務職員を配置するとと
もに、知識経験のある嘱託職員を確保し、また、
火葬部門等の技術・技能系の分野については、
設備の運用管理に精通した民間部門への再委
託により、適正なサービス水準を確保した。
　南北両斎苑長についても、知識経験豊富な職
員を採用し、円滑に斎苑の管理業務が遂行でき
た。

　昨年度に続き、適正なサービス
水準を維持し、管理運営を順調に
行っている点について、評価でき
る。

　公共施設の指定管理業務を行うにあたり、高
い倫理性を持って真摯な業務遂行が求められ
ている事を認識し、その責務を果たすよう指導を
行うと共に、委託事業の従事員も含めて、日常
の言動やご遺族、会葬者の方々に対する接遇
のあり方などについて、さらに徹底を図った。

　公共施設を管理するという指定
管理者としての役割を念頭に置
き、従事職員はもちろん、委託事
業の従事員も含めた施設全体の規
律確保を図っている点について、
評価できる。

火葬業務見込件数　　　　 ８，５１８件
　　（南北両斎苑）
実火葬件数　　　　　　　　　９，０００件
　　（南部　４，２８９件、北部　４，７１１件）
実件数／見込数　　　　　　１０５．７％

斎場見込利用件数　　　　 １，６００件
　　（南北両斎苑）
実利用件数　　　　　　　　　１，８５７件
　　（南部　１，２６１件、北部　５９６件）
実件数／見込数　　　　　　１１６．１％

　本年度においては設備改修工事
のため北部斎苑を１週間休苑した
が、休苑期間中の南部斎苑の利用
について適正に対応し支障なく業
務を遂行できたことは評価できる。
　特に南部斎苑において、火葬件
数、斎場利用件数が増加してきて
いるので、更なる充実を図ること。
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(3)　収支状況
①　収支状況 収　入　金　額　　　　　　　４１６，０３０，０５２円

（１）指定管理委託料　　 　 
　　　　　　　　　　　　　　　　４１４，８３７，４９２円
（２）その他収入　　　　　　 　 １，１９２，５６０円
支　出　金　額　　　　　　　４０６，７０４，７８９円
（１）人件費（含む退職金）　４０，２８８，１４８円
（２）その他事業費　　 　　３６６，４１６，６４１円
収支差額 　　　　　  　　　　　 ９，３２５，２６３円

(4)　その他
①　利用者からの意見・

要望等への対応

② 個人情報の保護

３　管理運営（事業執行）に対する全体的な評価

４　来年度の管理運営（事業執行）に対する指導事項等

評価項目 平成２０年度管理運営の状況 評価及び指導

　公共葬祭施設である両斎苑を管理運営するにあたり、施設が持つ役割を十分に理解し、委託業務従事者も含
めた施設全体でのサービスの向上に取り組み、また、年々増加している利用件数にも対応してきていた。加えて、
危機管理や個人情報保護についても高い意識を持って取り組んできている。
　
　２１年度からは、南北両斎苑の炉メーカーとの共同事業体という新たな運営組織での管理運営となり、両斎苑間
や各斎苑内での職員間の連携をさらに密にしていくことで、利用者へのサービスの向上が図られていくことを望
む。

　・新たな運営組織においても、「災害時マニュアル」や「緊急時マニュアル」に基づき、非常事態にあっても火葬
業務が滞りなく行われるような体制の維持向上を図ること。
　・利用者からの意見・要望をより把握できるような手法を採用し、更なるサービスの向上を図るよう、管理運営の主
体として努力すること。
　・事業報告書において、個人情報の保護・管理について項目別にそれぞれ簡潔に示すこと。
　・南北両斎苑において、近隣との良好な関係維持に引き続き努めること。

　 歳出について、諸手当の見直し
や一括契約・集約発注、支出抑制
などを行い経費の削減に努めたこ
とは評価できる。
　 今後も、適正な経費の執行に努
めること。

主な意見・要望と対応は次の通り。
（１）従事職員に対する接遇指導
　 売店業務従事職員の言動について「市長へ
の手紙」で指摘があり、斎苑長及び売店の責任
者に対し、より一層、遺族や会葬者の方々の心
情に十分配慮した接遇を行うよう指導、要請をし
た。
（２）施設設備に対する要望
　北部斎苑は建築後２５年が経過し、施設･設備
全体が老朽化しており、改善要望が出ている。
　２０年度においては、斎場棟の壁紙等、同棟
内遺族控室の内装・畳、休憩棟の椅子を改修・
修繕し、イメージを改善することができた。
（３）予約システムに対する要望
　予約状況をパソコンの画面で一目で見ることが
できるようしてほしいとの要望があったが、現在
のシステムについて説明し、了承を得た。

　市民の方々からの意見・要望に
ついて真摯に受け止め、対応・改
善をしていることについては評価す
る。
　施設設備についても予算的制約
がある中で、多くの方に利用されて
いる斎場棟のイメージを改善、サー
ビスの向上につながったことは評
価できる。

　故人やご遺族をはじめ関係者の方々の個人
情報の保護については、斎苑業務には個人の
機微にわたる情報を取扱う機会があることから、
事業団の職員や委託事業者の従業員等に対
し、適正かつ公正な取扱い及び管理について
徹底を図った。

　故人やご遺族の方々の個人情報
について、指定管理者が定めてい
る個人情報保護規定に基づいて
保護・管理を行なっており、その重
要性を十分認識して取り扱ってい
ることを評価する。
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